
現在、中央教育審議会では、次期学習指導要領に向けた「教育
課程の柔軟化」が、以下の内容を柱に議論されています。

●画一的な標準授業時数からの転換 ●学校裁量の拡大
●多様な学びへの対応
この「教育の柔軟化」を先行実施するための文部科学省指定制

度が、【教育課程柔軟化サキドリ研究校】です。
本校は、この指定を受け、R8年度から取り組みを始めます。

詳しくは、4月になって改めて説明します。これからの新しい学

校像を研究していきますので、よろしくお願いします。

志高く 令和７年(2025年)度学校だより
3月16日号 文責松島孝司
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●中央教育審議会（中教審）

国の教育のあり方について話し合う専門家の会議。文部

科学省の問いかけ（諮問）に対して、議論して提案（答

申）。これをもとに、学習指導要領等の制度が決まる。

●学習指導要領

文部科学省が定める、全国の学校で教える内容や目標の

基準。一言でいうと、日本の学校教育の設計図。

●教育課程

学校がどんな力を育てるために、何をどんな順序と時間

配分で学ばせるかをまとめた「学びの計画」。
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